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はじめに  

本市では、高度経済成長期の急速な人口の増加に伴い、昭和 40 年代から

多くの公共施設や道路、上下水道など（以下「公共施設等」という。）の建

設・整備が行われてきましたが、現在、公共施設等の約半数が既に完成後

30 年以上経過し、老朽化が進んでいます。  

 こうした公共施設等の老朽化対策が全国的に大きな課題となっており、本

市においては、平成 27 年度にファシリティマネジメント（施設の長寿命化

計画）の基本方針を野田市行政改革大綱に位置付け、建物の損傷や老朽化等

の状態を随時把握した上で総合的かつ長期的な視点に立ち、建物の維持管理

に努めております。  

 地方公共団体において、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等に

より公共施設等の利用需要が変化するとともに、老朽化による修繕費用等の

増加が予想され、国においてはインフラ長寿命化計画を策定するとともに、

地方に対しても公共施設等総合管理計画、の策定に当たっての指針を示して

います。  

このため、本市においても公共施設のほか、道路や上下水道等のインフラ

を含めた公共施設等全体の更新、統廃合、長寿命化など総合的かつ計画的な

管理計画の策定が求められたことから、これまで実施してきたファシリティ

マネジメントの基本方針にインフラも加え、平成 29 年３月に「野田市公共

施設等総合管理計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。  

また、それに前後し、インフラも含めた公共施設の個別施設計画を策定し

ました。  

令和３年度、個別施設計画、ユニバーサルデザイン化の推進方針、適正管

理の実施方針等を追記した本計画の改訂を行いました。  
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さらに、令和６年度、施設の長寿命化計画（ファシリティマネジメント）

を事務分掌とする担当課を公共施設管理課に改め、あわせて、脱炭素の実施

方針を追記したことから、本計画を再度改訂しました。  
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第１章  公共施設等の現況及び将来の見通し  

 

１  公共施設等の状況  

(1) 公共施設の保有状況  

 本市が保有する公共施設は、令和６年３月末現在で、 282 施設、

1,218 棟で、延床面積 377,987.91 ㎡となっている。公共施設全体の

約 52％が学校となっており、 1950 年頃から 1980 年代にかけて整備

されている。  

 市民一人当たりの延床面積は 2.46 ㎡であり、全国平均 3.22 ㎡※

より少ない状況にある。  

 

※公共施設及びインフラの将来の更新費用の比較分類に関する調査結果（平成 24 年 3

月総務省）  

【築年度別の公共施設整備状況】  
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【施設保有量の推移（財産に関する調書より）】   各年度 3 月末時点  

項 目  

建 物  

2016 年  

H28 年  

2017 年  

H29 年  

2018 年  

H30 年  

2019 年  

R 元年  

2020 年  

R2 年  

2021 年  

R3 年  

2022 年  

R4 年  

2023 年  

R5 年  

合 計  

3 8 4 , 7 2 6 . 7 8  

    ㎡  

3 8 5 , 1 6 1 . 5 9  

    ㎡  

3 8 4 , 4 3 2 . 5 6  

    ㎡  

3 8 4 , 0 5 5 . 9 0    

    ㎡  

3 7 9 , 0 3 2 . 4 0  

    ㎡  

3 7 6 , 4 4 9 . 8 2  

    ㎡  

3 7 7 , 9 6 4 . 7 6  

    ㎡  

3 7 7 , 9 8 7 . 9 1  

    ㎡  

行 政  

財 産  

3 8 2 , 1 3 6 . 1 8  

    ㎡  

3 8 2 , 5 7 0 . 9 9  

    ㎡  

3 8 1 , 8 4 8 . 2 6  

    ㎡  

3 8 1 , 5 9 1 . 4 8  

    ㎡  

3 7 7 , 4 7 3 . 8 8  

    ㎡  

3 7 4 , 8 9 1 . 3 0  

    ㎡  

3 7 6 , 4 0 6 . 2 4  

    ㎡  

3 7 6 , 4 2 9 . 3 9   

    ㎡  

普 通  

財 産  

2 ,5 9 0 . 6 0  

   ㎡  

2 ,5 9 0 . 6 0  

   ㎡  

2 ,5 8 4 . 3 0  

   ㎡  

2 ,4 6 4 . 4 2  

   ㎡  

1 ,5 5 8 . 5 2  

   ㎡  

1 ,5 5 8 . 5 2  

   ㎡  

1 ,5 5 8 . 5 2  

   ㎡  

1 ,5 5 8 . 5 2     

   ㎡  

 

 

 

 

※行政財産は公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産であり、  

普通財産は行政財産以外の財産をいう  

371,000

376,000

381,000

386,000

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

行政財産、普通財産の合計の推移

366,000

371,000
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381,000

386,000

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

行政財産の推移

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

普通財産の推移

（㎡）  

（㎡）  

（㎡）  
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(2) インフラの保有状況  

①道路  

 市の道路の総延長は 1,118,122ｍで、１級（幹線）市道 70,338ｍ、

２級（幹線）市道 72,014ｍ、その他の市道 975,770ｍとなっており、

道路面積は、全体で 5,573,190 ㎡となっている。  

【保有状況の推移】               各年度 3 月末時点  

項目  
2016 年  

H28 年  

2017 年  

H29 年  

2018 年  

H30 年  

2019 年  

R 元年  

2020 年  

R2 年  

2021 年  

R3 年  

2022 年  

R4 年  

2023 年  

R5 年  

総 延 長  1 , 1 0 9 , 1 9 9 ｍ  1 , 1 0 9 , 1 9 9 ｍ  1 , 1 1 4 , 4 6 6 ｍ  1 , 1 1 8 , 3 4 2 ｍ  1 , 1 1 8 , 3 5 1 ｍ  1 , 1 1 8 , 9 6 1 ｍ  1 , 1 1 9 , 0 2 8 ｍ  1 , 1 1 8 , 1 2 2 ｍ  

1 級  

幹 線  

7 2, 1 2 8 m  7 2, 1 2 8 m  6 9, 0 4 9 m  7 0, 1 3 9 m  7 0, 4 7 3 m  7 0, 4 7 3 m  7 0, 4 7 3 m  7 0, 3 3 8 m  

2 級  

幹 線  

7 3, 5 6 2 m  7 3, 5 6 2 m  7 2, 3 0 2 m  7 2, 0 3 4 m  7 2, 0 3 4 m  7 2, 0 1 5 m  7 2, 0 1 5 m  7 2, 0 1 4 m  

そ の 他  9 63 , 5 0 9 m  9 63 , 5 0 9 m  9 73 , 1 1 5 m  9 76 , 1 6 9 m  9 75 , 8 4 4 m  9 76 , 4 7 3 m  9 76 , 5 4 1 m  9 75 , 7 7 0 m  

道 路 面 積  5 , 4 4 9 , 0 0 5 ㎡  5 , 4 5 5 , 1 4 5 ㎡  5 , 5 2 2 , 8 5 3 ㎡  5 , 5 6 6 , 1 6 3 ㎡  5 , 5 6 7 , 4 2 0 ㎡  5 , 5 7 2 , 5 3 2 ㎡  5 , 5 7 3 , 2 0 0 ㎡  5 , 5 7 3 , 1 9 0 ㎡  

 

 

1,100,000

1,105,000

1,110,000

1,115,000

1,120,000

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

総延長（道路）の推移

5,350,000

5,400,000

5,450,000

5,500,000

5,550,000

5,600,000

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

道路面積の推移 （㎡）  

（ｍ）  
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②橋りょう  

 市の橋りょうは 152 橋を保有しており、橋りょう面積は全体で

15,533 ㎡となっている。  

 

【保有状況の推移】               各年度 3 月末時点  

項目  
2016 年  

H28 年  

2017 年  

H29 年  

2018 年  

H30 年  

2019 年  

R 元年  

2020 年  

R2 年  

2021 年  

R3 年  

2022 年  

R4 年  

2023 年  

R5 年  

橋数  1 48 橋  1 49 橋  1 49 橋  1 49 橋  1 49 橋  1 49 橋  1 52 橋  1 52 橋  

橋 り ょ

う面積  

1 4, 7 8 6

㎡  

1 5, 4 7 4

㎡  

1 5, 4 7 4

㎡  

1 5, 4 7 4

㎡  

1 5, 4 7 4

㎡  

1 5, 4 7 4

㎡  

1 5, 5 3 3

㎡  

1 5, 5 3 3

㎡  

 

 

 

 

 

146

148

150

152

154

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

橋りょう数の推移

14,400

14,600

14,800

15,000

15,200

15,400

15,600

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

橋りょう面積の推移

（橋）  

（㎡）  
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③農道橋  

 市の農道橋（概ね橋長 15ｍ以上）は 4 橋を保有しており、橋りょ

う面積は全体で 534.52 ㎡となっている。  

 

【保有状況の推移】               各年度 3 月末時点  

項目  
2016 年  

H28 年  

2017 年  

H29 年  

2018 年  

H30 年  

2019 年  

R 元年  

2020 年  

R2 年  

2021 年  

R3 年  

2022 年  

R4 年  

2023 年  

R5 年  

橋数※  3 橋  3 橋  3 橋  3 橋  3 橋  4 橋  4 橋  4 橋  

橋りょ

う面積  

4 26 . 2 0

㎡  

4 26 . 2 0

㎡  

4 26 . 2 0

㎡  

4 26 . 2 0

㎡  

4 26 . 2 0

㎡  

5 34 . 5 2

㎡  

5 34 . 5 2

㎡  

5 34 . 5 2

㎡  

 

 

 

※農道橋（概ね橋長 15ｍ以上）  
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④上水道  

 市の上水道の総延長は 979,852ｍで、導水管が 1,512ｍ、送水管が

4,530ｍ、配水管が 973,810ｍとなっている。  

 

【保有状況の推移】               各年度 3 月末時点  

項目  
2016 年  

H28 年  

2017 年  

H29 年  

2018 年  

H30 年  

2019 年  

R 元年  

2020 年  

R2 年  

2021 年  

R3 年  

2022 年  

R4 年  

2023 年  

R5 年  

総 延 長  9 53 , 6 7 0 m  9 58 , 8 2 2 m  9 61 , 9 2 8 m  9 66 , 3 1 0 m  9 69 , 1 1 1 m  9 72 , 7 1 7 m  9 75 , 9 5 5 m  9 79 , 8 5 2 m  

導 水 管  2 ,2 7 4 m  2 ,2 7 4 m  2 ,2 7 4 m  2 ,2 7 4 m  1 ,7 9 5 m  1 ,5 1 2 m  1 ,5 1 2 m  1 ,5 1 2 m  

送 水 管  4 ,5 3 0 m  4 ,5 3 0 m  4 ,5 3 0 m  4 ,5 3 0 m  4 ,5 3 0 m  4 ,5 3 0 m  4 ,5 3 0 m  4 ,5 3 0 m  

配 水 管  9 46 , 8 6 6 m  9 52 , 0 1 8 m  9 55 , 1 2 4 m  9 59 , 5 0 6 m  9 62 , 7 8 6 m  9 66 , 6 7 5 m  9 69 , 9 1 3 m  9 73 , 8 1 0 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940,000

950,000

960,000
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980,000

990,000

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

総延長（上水道）の推移 （ｍ）  
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⑤下水道  

 市の下水道管の総延長は 619,909ｍで、コンクリート管 342,189

ｍ、塩ビ管 203,265ｍ、その他 74,455ｍとなっている。  

 

【保有状況の推移】               各年度 3 月末時点  

項目  
2016 年  

H28 年  

2017 年  

H29 年  

2018 年  

H30 年  

2019 年  

R 元年  

2020 年  

R2 年  

2021 年  

R3 年  

2022 年  

R4 年  

2023 年  

R5 年  

総 延 長  5 70 , 1 7 3 m  5 89 , 1 4 1 m  5 93 , 4 0 5 m  5 99 , 9 3 9 m  6 08 , 2 6 4 m  6 12 , 4 7 8 m  6 16 , 3 0 8 m  6 19 , 9 0 9 m  

コ ン ク リ

ー ト 管  

3 37 , 0 2 9 m  3 39 , 9 6 5 m  3 40 , 5 0 3 m  3 40 , 5 0 3 m  3 42 , 1 8 6 m  3 42 , 1 8 6 m  3 42 , 1 8 6 m  3 42 , 1 8 9 m  

塩 ビ 管  1 60 , 1 3 4 m  1 76 , 1 1 9 m  1 79 , 8 4 5 m  1 86 , 0 7 8 m  1 92 , 1 6 8 m  1 95 , 9 4 9 m  1 99 , 6 6 7 m  2 03 , 2 6 5 m  

そ の 他  7 3, 0 1 0 m  7 3, 0 5 7 m  7 3, 0 5 7 m  7 3, 3 5 8 m  7 3, 9 1 0 m  7 4, 3 4 3 m  7 4, 4 5 5 m  7 4, 4 5 5 m  
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総延長（下水道）の推移 （ｍ）  
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(3) 有形固定資産減価償却率  

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産（建物、工作物等）の

取得価額に対する減価償却累計額の割合を計算することにより、法

定耐用年数に対して償却資産の取得からどの程度経過しているかを

把握することができる。100％に近いほど耐用年数に近づき、古い施

設が多いことを表す指標となる。  

市の有形固定資産減価償却率は、 58.6％となっている。  

 

【有形固定資産減価償却率の推移】        各年度 3 月末時点  

項 目  
2016 年  

H28 年  

2017 年  

H29 年  

2018 年  

H30 年  

2019 年  

R 元年  

2020 年  

R2 年  

2021 年  

R3 年  

2022 年  

R4 年  

2023 年  

R5 年  

償 却 率  50.9% 51.7% 53.3% 55.1% 56.4% 57.6% 58.6% - 

 

 

 

※有形固定資産減価償却率は、野田市財務書類レポートより  
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２  人口推移  

 令和 12（ 2030）年を目標年次とする総合計画において想定した将

来人口は、平成 12、17、22 年の国勢調査を基に、人口推移や土地区

画整理事業による影響を踏まえて、令和 12（ 2030）年までの人口を

推計した。  

 本計画における人口推移は、平成 27（ 2015）年までは国勢調査に

よる人口を用い、令和 2（ 2020）年以降の人口は総合計画の将来人

口を用いた。  

 

 

【人口推移（年代別）】  

 

 

 

 

29,453 32,263 28,967 24,801 21,313 19,922 20,456 19,175 18,095 15,810 14,344

74,929

88,207
102,761 110,384

108,722
104,846 100,931

91,507 88,849 88,085 86,557

8,338

10,397

13,321
17,015

21,125 26,472 34,104
42,901 48,197 49,789 51,031

112,720

130,867
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152,200 151,160 151,240

155,491 153,583 155,141 153,684 151,932
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３  公共施設等の経費  

(1) 公共施設等に対する投資状況  

  過去 17 年（平成 18(2006)～令和４ (2022)年度）における公共

施設、道路及び橋りょう等に係る投資的経費並びに下水道及び上

水道に係る資本的支出は、下図のとおりとなり、１年当たりの平

均額は 98.2 億円となっている。  

  なお、公共施設、道路及び橋りょう等の投資的経費の１年当た

りの平均額は 59.6 億円となり、下水道及び上水道に係る資本的

支出の１年当たりの平均額は 38.6 億円となっている。  

 

【公共施設等に対する投資状況】  
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(2) 将来の更新費用の推計  

現在保有する公共施設等を維持管理していくために要する経費

（改修・更新費）を、一般財団法人地域総合整備財団が開発した

「公共施設等更新費用試算ソフト」により試算すると、下記のと

おりとなる。（参考資料２「公共施設等更新費用試算ソフト  推定

条件」により試算）  

   

【将来の更新費用の推計】  

 

 

試算の結果、将来の公共施設等の更新費用は、平成 28 年度か

ら 40 年間で 3,993.8 億円となり、１年当たり 99.8 億円と推計さ

れた。なお、公共施設等全体の更新費用から、上水道、下水道の  

更新費用を除くと、平成 28 年度から 40 年間で 2,506.5 億円とな

り、１年当たり 62.7 億円となる。  
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  ここで試算された更新費用は、３ (1)で示した公共施設等に対す

る投資状況と比べると同程度となっているが、試算された更新費

用は保有施設の大規模改修及び建替えに要する費用であって、今  

 後整備されるインフラの新規整備や公共施設の日常の維持修繕等

に係る費用は計上されないため、実質的な将来の更新費用は試算

結果以上の費用が見込まれる。  

 

(3) 長寿命化による将来の更新費用の推計  

公共施設は、適切に維持することにより長寿命化等を図ること

ができることから、日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考

え方」による目標耐用年数範囲 50～ 80 年を考慮し、建替えを 80

年、大規模改修を 40 年として試算すると、下記のとおりとなる。  

【長寿命化による将来の更新費用の推計】  
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試算の結果、将来の公共施設等の更新費用は、平成 28 年度から

40 年間で 3,190.5 億円と、１年当たり 79.8 億円となり、更新年

60 年に比べ、平成 28 年度から 40 年間で 803.3 億円削減、１年当

たり 20 億円の削減が可能となる。  

  なお、公共施設等全体の更新費用から、上水道、下水道の更新

費用を除くと、平成 28 年度から 40 年間で 1,703.2 億円となり、

１年当たり 42.6 億円となる。  

  ここで試算された更新費用も、３ (2)と同様に保有施設の大規模

改修及び建替えに要する費用であって、今後整備されるインフラ  

 の新規整備や公共施設の日常の維持修繕等にかかる費用は計上さ

れないため、実質的な将来の更新費用は試算結果以上の費用が見

込まれる。  
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

 前章で述べた公共施設の更新時期を 80 年とすることにより更新

費用は約 20 億円削減できる試算となるが、公共施設の日常の維持

管理費用のほか、今後新設されるインフラに係る整備費や維持管理

費用は含まれていないことから、今後の厳しい財政状況を踏まえる

と実質的な削減効果はそれほど期待できない。  

 このような状況下での公共施設等の維持管理は、建物の長寿命化

に留まらず、インフラを含めた公共施設等全体の計画的な管理に取

り組む必要があることから、以下の基本的な方針により公共施設等

の総合的かつ計画的な管理を推進する。  

 

１  計画期間  

 本計画の計画期間は、総合計画の目標年次に合わせることとし、

計画期間を 15 年間（再改訂年度から 7 年間）とするが、社会経済情

勢の変化や総合計画等との整合性を確保するなど、必要に応じて柔

軟に本計画を見直す。  

 なお、具体的な整備については、本計画の方向性を踏まえ、各施

設の所管部局が、総合計画実施計画に位置付け、維持管理に取り組

む。  
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２  全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策  

 公共施設については、ファシリティマネジメントの基本方針にお

いて計画的に管理する組織として公共施設管理課及び営繕課を中心

とし、庁内会議として公共施設等適正管理計画推進会議を配置する。 

インフラについては、所管部局によることを原則に、関係部局が

連携、調整、情報共有等を図り、本計画を効率的に推進する。  

 

３  現状や課題に関する基本認識  

 市では、昭和 30 年頃から昭和 50 年頃までの高度経済成長期から

昭和 60 年頃にかけて集中して公共施設を建設してきたが、その後は

真に必要な施設に抑え、施設の有効活用に努めてきた。  

 これらの集中して建設してきた公共施設が更新を迎えることにな

るが、国が示す将来の更新期間の推計では財政上困難であり、公共

施設の長寿命化を図ったとしても、確実に施設の老朽化が進行し、

今後の更新計画が課題となる。  

 また、インフラでは、今後、都市計画道路の整備、下水道事業の

普及などの新規事業を推進する中で、公共施設の維持をどのように

管理するかが課題である。  

 今後は、公共施設においては、将来的に市民ニーズの変化等によ

る新たな要望に応えるために、新規施設整備が必要となることも考

えなければならないことも課題である。  

 一方、今後、市の税収減少などの歳入減少、社会保障費、公共施

設の維持管理費などの歳出増大が予測され、より厳しい財政状況が

見込まれることも課題である。  
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４  公共施設等の管理に関する基本的な考え方  

 公共施設については、老朽化が進行している中で、安全性の確保

や機能を維持するための費用の増加が予想され、本市の厳しい財政

状況では、公共施設の更新による対応が困難な状況にあるとして、

行政改革大綱において、長寿命化を基本とするファシリティマネジ

メントの基本方針を策定し、総合的かつ長期的視点に立ち、建物の

維持管理に努めており、このファシリティマネジメントの基本方針

を軸に管理を行う。  

 インフラについては、未整備の施設の整備とともに、保有量が増

加していくため、国から示される技術基準等に準拠し、適正な管理

の推進により維持費の抑制に努める。  

 具体的な実施に当たっては、総合計画実施計画に位置付け、推進

していく。  

 なお、公共施設等の更新・改修・除却等において国の補助、地方

債の特例措置等、財政的に有利な制度が活用できるときは、積極的

に活用していく。  

 また、公共施設等の効果的な活用や運営管理を図るため、ＰＰＰ

／ＰＦＩなど民間活力の幅広い活用を検討する。  

ＰＰＰ（ Public Private Partnership の略）  

公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民

間資本や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指

すもの。  

ＰＦＩ（ Private Finance Initiative の略）  

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用することで、効率化やサービスの向上を図る公共事業の

手法。  
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(1)公共施設  

 

①点検・診断等の実施方針  

 各公共施設において法令等に基づく点検のほかに、施設管理者に

より日常的に業務の中で定期的な点検を徹底する。  

 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針  

 維持管理・修繕等は、点検・診断の実施により状態を把握し、総

合計画実施計画に位置付け、計画的に実施する。  

 更新は、厳しい財政状況及び施設の効率的有効活用の観点から、

施設の長寿命化を図ることを基本とするが、躯体強度に問題が生じ

改修等が困難な場合及び施設の構造等からその効用が十分果たせな

くなった場合に行う。  

 

③安全確保の実施方針  

 これまで実施してきた法令点検や日常点検を今後も継続し、施設

の経年劣化や損傷等の状態を常に把握し、危険性の高いものについ

ては修繕等を実施し、危険を回避する。  

 

④耐震化の実施方針  

 特定建築物 ※に係る耐震改修を最優先する。  

 特定建築物以外の耐震改修は、建築年、構造、利用状況等を勘案

し、優先順位をもって進める。  

 

※建築物の耐震改修の促進に関する法律第 14 条第１項第１号及び第２号に規定する

建築物  
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⑤長寿命化の実施方針  

 財政負担の軽減や平準化のため、大規模改修等適正な維持修繕の

実施により長寿命化を図る。  

 なお、防水、排水等機能不全による建物の機能低下を避けるため

の改修を最優先とする。  

 

⑥統合や廃止の推進方針  

 施設の果たしてきた役割、地域への影響等を勘案し、基本的には

統合・廃止は行わないことを念頭に検討するが、社会情勢や施設の

必要性等により、解体や減築などを含め状況に応じて柔軟に対応す

る。  

 

⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針  

 ファシリティマネジメントの基本方針により公共施設管理課及び

営繕課を中心に、各部局との連携、調整、情報共有等を図る体制と

し、状況に応じてより柔軟に体制を見直しながら、総合的かつ計画

的に推進する。  

 また、総合的かつ計画的な管理を実現するために、施設管理者へ

の研修等により知識の向上を図り、公共施設管理課、営繕課及び施

設管理者の協力体制の構築に取り組む。  
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⑧ユニバーサルデザイン化の推進方針  

 公共施設等の計画的な改修等によるユニバーサルデザイン化の推

進を図る。  

ユニバーサルデザインとは  

障がいの有無、年齢、性別、言語等にかかわらず多様な人々が利用し

やすいように施設や生活環境をデザインすることをいう。  

 

⑨適正管理の実施方針  

 民間のノウハウ、効率性を活用し、業務水準の統一、保守管理の

質の向上及び業務の効率化を図るため、「公共施設包括管理業務」

を導入する。  

 

⑩脱炭素化の推進方針  

 第４次野田市地球温暖化対策実行計画（令和５年４月策定）に基

づき、公共施設整備における負荷の低減等、脱炭素化を推進する。  
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(2)インフラ  

 

①  道路  

 道路の舗装等について、計画的な維持管理ができるよう修繕を予

定している。  

 

②  橋りょう・農道橋  

 「橋梁長寿命化修繕計画」、「農道橋個別施設計画」に基づき、計

画的な維持管理を実施し、橋梁の長寿命化を図り維持管理コストの

縮減を図る。  

 また、「橋梁長寿命化修繕計画」、「農道橋個別施設計画」の対象と

ならない橋りょうについては、適正な点検・診断等のもと維持管理

を実施する。  

 

③上水道・下水道  

 上水道・下水道管を適正に維持管理するために、国から示される

技術基準等に準拠しつつ、適正に点検・診断等を実施することによ

り長寿命化を図り、計画的な更新に取り組む。  

 

 

 

 

 

 

 



23 

５  本計画と関連する計画（個別施設計画等）  

 

【各種計画、個別施設計画の一覧】  

各種計画  

計画名  期間  年数  

野田市総合計画  H28（ 2016）年度～ R12（ 2030）年度   15 年  

野田市行政改革大綱  H31（ 2019）年度～ R 6（ 2024）年度   6 年  

野田市公共施設等総合管理計画  H29（ 2017）年度～ R13（ 2031）年度  15 年  

個別施設計画（公共施設、インフラ）  

・公共施設個別施設計画 R6.10 改訂  

・学校施設長寿命化計画 R6.3 改訂  

・社会教育施設等長寿命化計画  

R6.3 改訂  

R3（ 2021）年度～ R13（ 2031）年度  11 年  

・野田市本庁舎保全方針 R6.4 改訂  R4（ 2022） .8 月～   

・公営住宅等長寿命化計画  R7（ 2025）年度～ R17（ 2035）年度  11 年  

・複合施設  欅のホール・野田商工  

会議所保全方針  
R4（ 2022） .9 月～   

・舗装及び道路付属施設等修繕計画  

（道路付属物）  
  

・清水公園駅前線カルバート長寿命  

化修繕計画 R6.3 改訂  
R3（ 2021）年度～ R52（ 2070）年度   50 年  

・梅郷駅入口横断歩道橋長寿命化  

修繕計画 R6.3 改訂  
R3（ 2021）年度～ R52（ 2070）年度   50 年  

・橋梁長寿命化修繕計画 R6.3 改訂  R6（ 2024）年度～ R55（ 2073）年度  50 年  

・農道橋個別施設計画 R5.3 改訂  R5（ 2023）年度～ R10（ 2028）年度   6 年  

・新五駄排水機場個別施設計画  R5（ 2023）年～ R15（ 2033）年  11 年  

・野田市水道事業短期マネジメント  

計画  
R3（ 2021）年度～ R7（ 2025）年度   5 年  

・野田市公共下水道ストック  

マネジメント計画 R6.2 改訂  
R6（ 2024）年度～ R10（ 2028）年度   5 年  

・野田市下水道総合地震対策計画  R2（ 2020）年度～ R6（ 2024）年度   5 年  

・野田市耐水化計画  R4（ 2022）年度～ R13（ 2031）年度  10 年  
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６  フォローアップの実施方針  

 本計画を円滑に推進するため、ＰＤＣＡサイクル ※の活用等により

、各施設の特性に応じた維持管理・更新等について検証し、継続的

な取組を行う。  

 また、今後の社会経済情勢や行政ニーズの変化等により、必要に

応じて本計画を柔軟に適宜見直す。  

 

※ 事業について、計画を立て（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）し、事業終了後に、結果を評価（Ｃｈｅｃｋ）

し、改善（Ａｃｔｉｏｎ）し、次の計画に反映させていくというマネジメント・サイクル 

 

 

 

 

野田市行政改革大綱（平成 31 年３月改訂）  

・ファシリティマネジメント（施設の長寿命化計画）の基本方

針の推進  

野田市総合計画  

（平成 28 年３月策定） 

野田市公共施設等総合管理計画（平成 29 年３月策定）              

（令和４年３月改訂）（令和７年１月改訂） 

・公共施設等の現況及び将来の見通し  

・公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針  

野田市国土強靭化計画  

（令和２年３月策定）  

整合  
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≪参考資料≫ 

 

１  野田市行政改革大綱（平成 31 年３月改訂）抜粋  

 

３  公共施設等の適正な維持管理  

(1)  ファシリティマネジメント（施設の長寿命化計画）の基本方

針の推進  

本市では、行政改革大綱において、ファシリティマネジメン

ト（施設の長寿命化計画）の基本方針を定め、計画的な維持管

理を行っている。  

基本方針を進めるに当たり、平成 30 年 3 月現在、1,234 棟の

建物を保有している中で、 550 棟は、特に老朽化が進行すると

いわれる築後 30 年を経過した建物である。今後、これらの建物

において、安全性の確保や機能を維持するための費用の増加が

予想されるため、建物の損傷や老朽化等の状態を随時把握した

上で総合的かつ長期的視点に立ち、建物の維持管理を進める。  

改修の時期が到来する施設については、ファシリティマネジ

メントの基本方針に基づき、野田市総合計画実施計画に個別に

位置付け、確実に実施していく。  

 

【基本方針】  

①  厳しい財政事情及び施設の効率的有効活用の観点から、施設

の建て替えは基本的に行わず、長寿命化を図ることを基本とす

る。  

②  建て替えは、躯体強度に問題が生じ改修等が困難な場合及び

施設の構造等からその効用が十分果たせなくなった場合に行

う。  

③  長寿命化に当たっては、耐震性に加え老朽化の確認も必要で

あり、耐震性と老朽化を把握した上で、建物の長寿命化を計画

する必要がある。  

④  耐震改修以外の施設の長寿命化施策は、防水、排水等施設の

維持管理上欠くことのできない改修を最優先し、次に、エレベ

ータ設置等施設の効用を増進させる改修に取り組んでいく。ま

た、施設の長寿命化の基本的な部分以外についても、必要性に

応じ内装等の改修を検討する。  
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⑤  法定点検、定期点検、日常点検を徹底し、修繕が必要なもの

については、即対応する。なお、点検実施の履行及び点検結果

への対応について、管理を徹底していく。  

また、各点検を確実に実施していくため、民間委託による点

検の導入に取り組んでいく。  

⑥  施設の点検や管理状況を一元的に把握し、計画的な改修及び

維持管理を行うため、施設管理は施設管理者を基本とするが、

総務部営繕課において、全施設における維持管理の進行管理を

行っていく。  

⑦  施設の効用を増進させることを目的とする改修は、バリアフ

リーの視点に立った改修とする。  

⑧  施設のバリアフリー化については、長寿命化のための改修時

だけでなく、財政事情の許す範囲内で、引き続き計画的に順次

進める。  

⑨  学校のトイレ改修、消防器具置場の改築等、これまで計画的

に順次整備を進めているものについては、引き続き計画的な整

備を進めていく。  

⑩  新たな施設は設置せず、学校の余裕教室など既存施設の有効

活用を基本とする。また、施設の統廃合については、当該施設

の果たしてきた役割、地域への影響等を勘案し、検討する。  

⑪  国の補助等財政的に有利な制度を活用できるときは、優先順

位を変更して実施することを検討する。  

 

【留意点】  

実施に当たっては、次の点に留意する。  

＜施設の劣化状況の把握＞  

法定点検、定期点検、日常点検を徹底し、施設の状況を把握す

ることが、ファシリティマネジメントを推進するためには最も重

要な取組である。  

そのために、点検の実施状況や点検結果による対応状況の徹底

管理と包括的な進行管理を一元的に把握していく必要がある。  

＜学校施設、幼稚園＞  

関宿南部幼稚園と関宿中部幼稚園の統合については、二川小学

校特別教室棟（未耐震化）の一部が学童保育所として活用されて

いることから、二川小学校特別教室棟の建て替え及び学童保育所

移転を含めて検討する必要がある。  

 

 



27 

＜保育所＞  

保育所については、既に耐震診断を実施しているが、限られた

予算の中で全公共施設の長寿命化を推進する必要があるため、他

の建物の耐震診断結果により改めて耐震改修の優先順位を検討

する。  

＜学童保育所＞  

国の「新・放課後子ども総合プラン」が、既存の小学校外の学

童について、余裕教室等を活用することが望ましいとしているこ

とから、校外に設置された学童保育所を、順次余裕教室等へ移転

する。  

＜老人福祉施設、公民館、福祉会館等＞  

2 階建て施設については、エレベータ設置を検討する。  

＜総合公園体育館＞  

現在、実施している計画的改修を引き続き実施する。  

＜本庁舎、いちいのホール、欅のホール＞  

今後、大規模な設備更新が予定されることから、計画的な設備

の更新を検討する。  

＜学校給食施設＞  

学校給食施設の改修等については、センター、自校方式に関わ

らず老朽化による大規模改修及び改修中の給食業務について検

討する。  

＜市営住宅＞  

引き続き計画的修繕を実施するとともに、空き室が増加してい

る状況を踏まえ、管理戸数の縮小を検討する。その際には、民間

施設の借上げ等を検討する。  

＜斎場＞  

老朽化した関宿斎場火葬棟について、火葬棟を廃止した場合の

影響を精査した上で、改築又は廃止を検討する。  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

２ 公共施設等更新費用試算ソフト 試算条件 

 

〇公共施設等更新費用試算ソフトにおける試算条件 

対象分野 耐用年数 単 価 入力量種別 

公共施設 ・大規模改修 

 30年（工期２年） 

・建替え 

 60年（工期３年） 

次表参照 年次別整備

量 

（延床面積） 

道路 一般道路 １５年 4,700円/㎡ 総面積 

自転車 

歩行者道 

１５年 2,700円/㎡ 総面積 

橋りょう ６０年 448千円/㎡ 総面積 

上水道 ４０年 次表参照 管径別延長 

下水道 ５０年 124千円/ｍ 総延長 

 

〇公共施設 更新単価 

施  設 大規模改修 建替え 

市民文化系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

社会教育系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設 20万円/㎡ 36万円/㎡ 

産業系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

学校教育系施設 17万円/㎡ 33万円/㎡ 

子育て支援施設 17万円/㎡ 33万円/㎡ 

保健・福祉施設 20万円/㎡ 36万円/㎡ 

医療施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

行政系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

公営住宅 17万円/㎡ 28万円/㎡ 

公園 17万円/㎡ 33万円/㎡ 

供給処理施設 20万円/㎡ 36万円/㎡ 

その他 20万円/㎡ 36万円/㎡ 
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〇上水道 管径別更新単価 

導水管／送水管 

管 径 単 価 

300mm未満 100千円/ｍ 

300～500mm未満 114千円/ｍ 

500mm～1000mm未満 161千円/ｍ 

1000mm～1500mm未満 345千円/ｍ 

1500mm～2000mm未満 742千円/ｍ 

2000mm以上 923千円/ｍ 

 

配水管 

管 径 単 価 管 径 単 価 

50mm以下 97千円/ｍ 600mm以下 142千円/ｍ 

75mm以下 97千円/ｍ 700mm以下 158千円/ｍ 

100mm以下 97千円/ｍ 800mm以下 178千円/ｍ 

125mm以下 97千円/ｍ 900mm以下 199千円/ｍ 

150mm以下 97千円/ｍ 1000mm以下 224千円/ｍ 

200mm以下 100千円/ｍ 1100mm以下 250千円/ｍ 

250mm以下 103千円/ｍ 1200mm以下 279千円/ｍ 

300mm以下 106千円/ｍ 1350mm以下 628千円/ｍ 

350mm以下 111千円/ｍ 1500mm以下 678千円/ｍ 

400mm以下 116千円/ｍ 1650mm以下 738千円/ｍ 

450mm以下 121千円/ｍ 1800mm以下 810千円/ｍ 

500mm以下 128千円/ｍ 2000mm以上 923千円/ｍ 

550mm以下 128千円/ｍ   

 

 


